
土木課管理施設の占用について（市道の場合）

○市道において、道路の一部を継続して使用することを「占用」といいます。

○道路を占用しようとする場合には許可を受ける必要があります。

○占用許可を受けた物件については、占用料金が発生します。ただし、生活上必要な理由で占用する場合は占用料が免除と

なる場合があります。

■占用料免除の例

①生活用埋設管を設置する場合（水道管、ガス管、生活排水管等）

②生活用通路を設置する場合
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事前打ち合わせ（必要なとき）

① 交通規制が必要な場合

申請書提出 ３部（1部は土木課決裁用、2部は警察署提出用）

※給水管引込工事の場合は、企業局提出用も含めて計４部必要。

土木課で書類の内容チェック後、企業局へ提出。

企業局の決裁が完了したら土木課へ申請書３部を提出。

＜提出書類＞

・申請書鏡

・位置図、附近見取図

・実測平面図及び求積図

・工作物を建造する場合は構造図及び断面図

・路面復旧図

・保安施設図（全面通行止めの場合は迂回図）

・現況写真

・利害関係者の承諾書（必要な場合）

荒尾警察署長宛に

道路法の書類提出

（2部）

荒尾警察署長より

回答書

○許可書交付（市長名で申請者へ）

・許可条件がある場合もある

・占用権の譲渡は禁止

○納付書送付（占用料が発生する場合）

占用料納付（占用料発生の場合）

・更新により継続可能

・更新年度は条例参照

金融機関（裏面参照）

市役所窓口

ｚ
② 交通規制が必要ない場合

申請書提出 ２部（1部は土木課決裁用、１部は回答用）

※給水管引込工事の場合は、企業局提出用も含めて計３部必要。

土木課で書類の内容チェック後、企業局へ提出。

企業局の決裁が完了したら土木課へ申請書２部を提出。

＜提出書類＞

・申請書鏡

・位置図、附近見取図

・実測平面図及び求積図

・工作物を建造する場合は構造図及び断面図

・路面復旧図

・現況写真

・利害関係者の承諾書（必要な場合）

○申請から許可までの標準処理期間 ・・・ 新規申請及び変更申請の場合：１週間程度

※企業局の決裁が必要な給水管引込工事等の申請の場合は２週間程度

※申請書類の不備等を訂正するために要する期間は除く

○工事着手前に「工事着工届」を、工事が完了したら「工事竣工届」を必ず提出してください

○占用の内容を変更する場合は、「道路占用許可申請書（変更）」を提出してください

○占用を廃止する場合は、「道路占用廃止届」を提出してください

○関係法令

道路法、道路法施行令、道路法施行規則、荒尾市道路占用料徴収条例、荒尾市道路占用料徴収条例施行規則
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金融機関名 所在地及び電話番号

所  在 地：荒尾市大正町一丁目1-27
電話番号：0968-63-1230

所  在 地：荒尾市野原１１７
電話番号：0968-68-4444
所  在 地：荒尾市大島86
電話番号：0968-62-1125
所  在 地：荒尾市川登1868-4
電話番号：0968-66-2100
所  在 地：荒尾市大正町一丁目1-20
電話番号：0968-62-1151
所  在 地：玉名市玉名2042-8
電話番号：0968-73-6191
所  在 地：大牟田市不知火町一丁目4-1
電話番号：0944-52-3211
所  在 地：大牟田市旭町一丁目1-7
電話番号：0944-54-8381
所  在 地：大牟田市三里町二丁目5-1
電話番号：0944-53-1206

所  在 地：荒尾市荒尾4160-242
電話番号：0968-66-2755
所  在 地：荒尾市宮内出目３９０
電話番号：0968-64-0592
所  在 地：荒尾市荒尾906-7
電話番号：0968-62-0124

　支所（出張所、派出所）へご確認ください。
                                                                      荒尾市役所　土木課　維持管理係
                                                                      電話：0968-63-1485

【支店及び支所（出張所、派出所）】

　㈱肥後銀行　荒尾中央支店

　㈱肥後銀行　荒尾支店
 　  荒尾市役所派出所

　玉名農業協同組合 荒尾支所

※上記の金融機関において記載されていない支店及び支所（出張所、派出所）での
　お支払いに関しては、お取扱いできない場合がありますので、事前に各支店及び

　熊本中央信用金庫　中央支店

　㈱熊本銀行　荒尾支店

　九州労働金庫　玉名支店

　㈱福岡銀行　大牟田支店

　㈱西日本シティ銀行　大牟田支店

　大牟田柳川信用金庫　三川支店

※同封の納付書により次のいずれかの金融機関にて、お支払いください。

【指定金融機関】

　㈱肥後銀行 荒尾支店

【収納代理金融機関】

　玉名農業協同組合 荒尾市総合支所

　熊本中央信用金庫　荒尾支店


